
○上越教育大学教育研究組織規則

平成20年２月20日

（規 則 第 １ 号）
改正 平成22年１月13日規則第５号

上越教育大学教育研究組織規則

（趣旨）

第１条 この規則は，上越教育大学学則（平成16年学則第１号。以下「学則」という。）

第14条第２項の規定に基づき，上越教育大学（以下「本学」という。）の教育研究組織

に関し必要な事項を定める。

（教育研究組織の目的）

第２条 本学の教育研究組織は，教育研究の実施に当たり，教員の適切な役割分担の下で，

組織的な連携体制を確保し，教育研究に係る責任の所在を明確にすることを目的として

編成する。

（学系）

第３条 学則第14条第１項の規定に基づく学系は，次の表の左欄に掲げるとおり大学院学

校教育研究科に置くものとし，同表の右欄に掲げる主な研究領域を専門分野とする教員

によって構成する。

学 系 主な研究領域

学 校 教 育 学 系 教育哲学，教育社会学，道徳教育，キャリア教育，生徒指導

・教育相談，教育経営学，教育制度・行政学，教育方法臨床，

学習過程臨床，情報教育，総合学習，教育実践，教育心理学，

発達心理学，学校社会心理学，幼児教育学，幼児心理学，保

育内容の研究，生活科教育学

臨床・健康教育学系 臨床心理学，障害児教育学，障害児心理学，障害児生理・病

理学，障害児指導法，医学，看護学，養護学

人文・社会教育学系 国語学，国文学，漢文学，国語科教育，書写・書道，英語学，

英米文学，英語科教育，小学校英語教育，ドイツ文学，歴史

学，地理学，法律学，経済学，倫理学，宗教学，社会科教育

自然・生活教育学系 代数学，幾何学，解析学，応用数学，数学科教育，物理学，

化学，生物学，地学，理科教育，野外観察，機械工学，電気

工学，情報科学，金属加工学，木材加工学，技術科教育，食

物学，被服学，保育学，生活経営学，家庭科教育

芸術・体育教育学系 声楽，器楽，作曲，音楽学，音楽科教育，絵画，彫塑，デザ

イン，工芸，美術理論・美術史，美術科教育，体育学，運動

学，学校保健，保健体育科教育

２ 教員は，その専門分野に応じ，現に所属する学系以外の学系に所属を変更することが

できるものとする。
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（学系長）

第４条 学長は，前条第１項に規定する各学系に，学則第17条第１項に規定する学系長を

置く。

２ 学系長は，学長の命を受けて当該学系における管理運営に係る校務を統括し，当該学

系所属教員の服務監督責任を負う。

（副学系長）

第５条 学長は，第３条第１項に規定する各学系に，副学系長を置く。

２ 副学系長は，所属する学系の学系長を補佐する。

３ 副学系長は，学系長の推薦に基づき当該学系の教授のうちから，学長が指名する。

４ 副学系長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員となったときの後任者

の任期は，前任者の残任期間とする。

（学系会議）

第６条 各学系に，当該学系の教員をもって構成する学系会議を置く。

２ 学系会議は，次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 当該学系の研究に関する事項

(2) 当該学系の運営に関する事項

(3) その他学系長が必要と認めた事項

３ 学系会議は，学系長が招集し，その議長となる。

４ 議決を要する事項については，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議

長の決するところによる。

（専攻及びコース）

第７条 学則第14条第１項の規定に基づく専攻は，次の表の左欄に掲げるとおり大学院学

校教育研究科に置くものとし，当該専攻に同表の右欄に掲げるコースを置くものとする。

専 攻 コ ー ス

学 校 教 育 専 攻 学校臨床研究コース

臨床心理学コース

幼児教育コース

特別支援教育コース

教科・領域教育専攻 言語系コース

社会系コース

自然系コース

芸術系コース

生活・健康系コース

教育実践高度化専攻 教育実践リーダーコース

学校運営リーダーコース

２ 専攻は，当該専攻の教育を担当する教員をもって構成するものとし，複数の専攻で教

育を担当する教員にあっては，当該複数の専攻の構成員となるものとする。

（専攻長）

第８条 学長は，前条第１項に規定する各専攻に，学則第18条第１項に規定する専攻長を

置く。
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２ 専攻長は，学長の命を受けて当該専攻の運営に係る校務を統括し，当該専攻における

教育の質的水準の維持・向上に取り組むものとする。

（コース長）

第９条 学長は，第７条第１項に規定する各コースに，コース長を置く。

２ コース長は，当該コースの運営に当たるとともに，所属する専攻の専攻長を補佐する。

３ コース長は，専攻長の推薦に基づき当該コースの教授のうちから，学長が指名する。

この場合において，専攻長は所属するコースのコース長を兼ねることができるものとす

る。

４ コース長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員となったときの後任者

の任期は，前任者の残任期間とする。

（専攻会議）

第１０条 各専攻に，専攻会議を置き，次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 当該専攻の教育に関する事項

(2) 当該専攻の運営に関する事項

(3) その他専攻長が必要と認めた事項

２ 専攻会議は，次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 専攻長

(2) コース長

(3) その他専攻長が指名した者若干人

３ 専攻会議は，専攻長が招集し，その議長となる。

４ 議決を要する事項については，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議

長の決するところによる。

（コース会議）

第１１条 専攻会議の下に，当該コースの教育を担当する教員をもって構成するコース会

議を置き，次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 当該コースの教育に関する事項

(2) 当該コースの運営に関する事項

(3) その他コース長が必要と認めた事項

２ コース会議は，コース長が招集し，その議長となる。

３ 議決を要する事項については，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議

長の決するところによる。

（学校教育学部の教育組織）

第１２条 学校教育学部の教育の実施に当たっては，第７条に規定する専攻が協力するも

のとし，当該専攻会議が，対応する専修の教育及び運営に関する事項を併せて所管する

ものとする。

（教員組織と教育組織の連携等）

第１３条 学系長及び専攻長は，教員組織と教育組織の組織的連携体制を担保し，本学に

おける教育研究活動の活性化に努めるものとする。

（細則）

第１４条 この規則に定めるもののほか，本学の教育研究組織及びその運営に関し必要な
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事項は，学長が別に定める。

附 則

１ この規則は，平成20年４月１日から施行する。

２ 当分の間，教育実践高度化専攻の教育実践リーダーコース及び学校運営リーダーコー

スに置くコース長については，第９条の規定にかかわらず，両コース共通のコース長１

人を学長が指名するものとする。

３ 当分の間，教育実践高度化専攻の教育実践リーダーコース及び学校運営リーダーコー

スに置くコース会議については，第11条の規定にかかわらず，両コース合同のコース会

議を組織するものとし，前項に規定するコース長が議事を運営するものとする。

４ この規則の施行後最初に任命される副学系長及びコース長の任期は，第５条第４項及

び第９条第４項の規定にかかわらず，平成21年３月31日までとし，再任を妨げない。

５ 上越教育大学部等の組織運営規則（平成16年規則第６号）は，廃止する。

附 則

この規則は，平成22年４月１日から施行する。
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　　【別添資料６－１－②－１】

専門職学位課程　教員数
平成２４年５月１日現在

うち教授数 うち実務家数

5 3 8

4 4 8

9 7 16 11 6 5 15 0

研究者教員

実務家教員

合計

 
教員基準

必要専任教員数

兼担教員数 兼任教員数
（非常勤講師）

教授 准教授 講師 助教 計

専任教員数
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平成２３年度 上越教育大学自己点検・評価実施要項

１ 自己点検・評価の趣旨

国立大学法人上越教育大学学則（平成16年学則第１号）第２条第３項の規定に基づき，国立大学

法人上越教育大学（以下「本学」という。）の教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的

使命を達成するため，本学における教育及び研究，組織及び運営，並びに施設及び設備の状況につ

いて自ら点検及び評価を行う。

２ 自己点検・評価の実施体制

国立大学法人上越教育大学自己点検・評価規則（平成17年規則第４号）（以下「規則」という。）

第３条に基づき，自己点検・評価に係る企画，立案及び実施に関する統括は，国立大学法人上越教

育大学大学評価委員会（以下「評価委員会」という。）が行う。

３ 自己点検・評価項目

(1) 本学評価基準に関する状況

① 基準第６ 教育の成果

② 基準第７ 教育の質の向上及び改善のためのシステム

③ 基準第９ 学生支援等

④ 基準第１０ 国際交流

(2) 組織の運営状況等

(3) 各教員の教育・研究活動及び社会との連携に関する状況

４ 自己点検・評価の実施方法

(1) 本学評価基準に関する状況

別紙１のとおり

(2) 組織の運営状況等

別紙２のとおり

(3) 各教員の教育・研究活動及び社会との連携に関する状況

別紙３のとおり

５ 自己点検・評価書の公表

(1) 自己点検・評価書等は，原則として全て年次報告書に掲載し学内外に本学ホームページで公表

する。

(2) 年次報告書への掲載方法（項目別，組織別等）は，評価委員会が決定する。

６ その他

この要項に定めるもののほか，平成23年度における自己点検・評価に関し必要な事項は，学長が

別に定める。
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別紙３

各教員の教育・研究活動及び社会との連携に関する自己点検・評価の実施方法

１ 各教員の教育・研究活動及び社会との連携に関する自己点検・評価の目的

この自己点検・評価は，各教員が常に教育・研究活動の現状を客観的に把握するとともに，学部・大学

院等の理念・目的との関連において点検・評価し，各教員が誇るべき長所と改善すべき点を明らかにして

不断に改善・改革を行い，本学の教育研究活動等の水準を維持・向上させることを目的とする。

２ 自己点検・評価の対象期間

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

３ 各教員による自己点検・評価

(1) 各教員は，本実施方法に従って自己点検・評価を実施し，人材評価システムへ各データを入力する。

(2) 自己点検・評価は，次に掲げる事項及び観点に従って，学部・大学院（修士課程・専門職学位課程・

博士課程）における教育・研究活動及び社会との連携に関する状況を以下の項目・内容等を参照の上，

分析・整理し，簡潔に記載する。

なお，各教員の担当授業科目・時間数及び各教員が指導した学位論文の題目は，「資料編」として別

に作成するため，記載不要とする。

① 教育活動

ⅰ）授業

平成10年10月26日大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について－競争的環境の中

で個性が輝く大学－」及び大学評価・学位授与機構が示す「自己評価実施要項分野別教育評価（教

育学系）に準拠（（ ）内参照）し，以下のような観点で学部・大学院（修士課程，専門職学位課

程，博士課程）における取組状況について自己点検し，簡潔に記載する。

【観点１】教育方法及び成績評価面での取組

○ 授業形態，学習（研究）指導法等の教育方法に関する取組状況

・・・大学に入学してくる学生の多様化が進む中で，現在の大学教員にはこれまで以上

に個々の学生に学習への動機付けを与え，学生が学習及び研究目標を確立するための指導

を行うことが求められている。

・・・各教員は，例えば，シラバスに明記する等の方法により，学生が事前に行う準備

学習や事後の復習，レポートの提出などについても十分な指示を与えることが，教員の努

めであることを十分に認識し，自覚して授業の設計を行うことが必要である。・・・

○ 成績評価法に関する取組状況

大学の社会的責任として，学生の卒業時における質の確保を図るため，教員は学生に対

してあらかじめ各授業における学習目標や目的達成のための授業の方法及び計画とともに，

成績評価基準を明示した上で，厳格な成績評価を実施すべきである。
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【観点２】教育の達成状況

○ 進学や就職などの卒業（修了）後の進路の状況から判断した取組状況

高等教育の大衆化と学生の多様化が一層進展する中で，各大学はそれぞれの個性・特色

を発揮しつつ，学部段階における教育機能の充実強化を通じた卒業生の質の確保を図るこ

とが必要である。 ・・・大学は，公共的な機関として，社会に貢献する人材の養成に当

たるという役割を担っており，学生に高い付加価値を身に付けさせた上で卒業生として送

り出すことは大学の社会的責任であるということを十分認識する必要がある。

ⅱ）研究指導

次のような観点で学部・大学院（修士課程，専門職学位課程，博士課程）における指導の状況に

ついて，自己点検し，簡潔に記載する。

【観点１】学部

例えば，教育に関わる臨床的な実践力を修得させるために，どのように専門的な研究指導を

行ったか。

【観点２】大学院（修士課程，専門職学位課程，博士課程）

例えば，より高度な臨床的な実践力を修得させるために，どのように専門的な研究指導を行

ったか。

ⅲ）その他の教育活動

次の事項について該当がある場合は，記載する。

・ 他の国立大学法人，公立・私立大学での非常勤講師

・ 教職講座

・ 教育実習における学生指導

・ 附属学校園における研究会実施に係る指導・助言等

ⅳ）特色ある点及び今後の検討課題等

上記ⅰ)～ⅲ) の活動全般を通して，特筆すべき点や前年度の検討課題への取組状況について自己

評価するとともに，新たな取組みが求められる点に関しても積極的に記載する。

② 研究活動

ⅰ）研究成果の発表状況

・ 著書

・ 論文

・ 作品・演奏発表，競技・指導・審査歴

・ 教育実践に関する業績

・ 学会等における口頭発表等

国際学会，国内学会（シンポジウム，フォーラム含む）で，ゲストスピーカー等として招待

を受けての講演（パネリスト含む）又は議長を行った場合は，その旨明記（☆印を付す）する。

・上記以外の研究成果の発表状況

ⅱ）共同研究（幼，小，中，高等学校及び特別支援学校教員との共同研究を含む）の実施状況
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ⅲ）国際研究プロジェクトへの参加状況

ⅳ）学会活動への参加状況等

・ 参加状況

・ 学会役職

・ 国際学会，国内学会（シンポジウム，フォーラム含む）の企画

・ 学会誌の編集 等

ⅴ）国内外の学術賞の受賞状況

ⅵ）在外研究の状況

ⅶ）特色・強調点等

研究活動全般を通して，発表した成果物（著書，論文，作品など）や活動等，研究の内容はどの

ような特色・強調点があったか，独創性と発展性，他分野への貢献，教育実践への寄与，地域の教

育課題への寄与，政策形成への寄与などの面からどのように優れているか自己評価し，簡潔に記載

する。

③ 社会との連携

ⅰ）社会的活動状況

・ 各種学外委員会等への参画等

・ 各種の研修，セミナー等における講演，指導・助言等

・ 公開講座，出前講座

・ その他の各種教育・研究支援，協力等

ⅱ）社会への寄与等

上記「ⅰ)社会的活動状況」における活動が，

・ 社会の教育・研究に関するニーズへの寄与，

・ 各地域特有の教育上の諸課題解決への寄与

・ 各種の教育課題・政策形成への寄与 等

といった観点からどのように寄与したか，また，サービスの享受者（社会）からどのように受け

止められたか自己評価し，簡潔に記載する。

４ 評価委員会等における検証

(1) 評価委員会は，入力された自己点検・評価データの内容の整理，データ集計等の取りまとめ及び総括

的な点検・評価を行う。

(2) 評価委員会は，自己点検・評価が終了したときは，その結果を学長へ報告する。

(3) 学長は，経営協議会及び教育研究評議会の議を経て，自己点検・評価の結果を決定する。

- 9 - 【9】
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５ 自己点検・評価データ作成の留意点

自己点検・評価データ入力に当たっては，次ページの【年次報告書掲載時のイメージ】を参考にすると

ともに，以下の点に留意して作成すること。

① 漢字コードは，原則としてＪＩＳ第１，第２水準の範囲で使用し，外字は使用しない。人名などで

ＪＩＳ第１，第２水準にない漢字は，代替文字，若しくは，かな書きとする。

② 文体は，「である」を基調とした文章様式とする。

③ オクリガナは，送りがなの付け方（内閣告示）に基づき記載する。

④ 接続詞の書き方は，「及び」，「並びに」，「又は」，「若しくは」等とする。

⑤ 機関・委員会等の名称は，省略せずに正式名称を記載する。

⑥ 姓名のいずれか又は両方が１字の場合は，姓名の間を１字空ける。

⑦ 職名は，平成24年３月31日現在で記入する。

⑧ 「教育活動」の「授業」，「研究指導」，「その他の教育活動」及び「特色ある点及び今後の検討

課題等」については，それぞれ概ね200字から300字程度を目安として作成し，全事項で2,000字から2,

500字程度を目安に作成する。

⑨ 助手が授業の補助を行っている場合は，「授業」について記入する。

６ その他

(1) 提出方法

別途依頼する人材評価システムにより各データを入力する。

(2) 問い合せ先

大学評価委員会委員長（事務担当：企画室企画・評価チーム（hyoka@juen.ac.jp ： 内線3658））

- 10 - 【10】
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○ 国立大学法人上越教育大学  大学評価委員会委員名簿  

上越教育大学 年次報告書 －第26集：平成22年度版－

まえがき

◇ 上越教育大学長   若 井 彌 一 

序章

◇ 創設の趣旨と目的  

◇ 大学憲章  

第一章 第二章 第三章 第四章

◇ 組織の運営状況に関する 
自己点検・評価

◇ 各教員の教育・研究活動及び 
社会との連携に関する 
自己点検・評価

◇ 本学評価基準による 
自己点検・評価

◇ 資料編

１ 年度のハイライト     １ 管理運営 

２ 平成22年度の大学運営 ２ 教育・研究活動 

３ 管理運営組織等 ３ 兵庫教育大学大学院 
連合学校教育学研究科 

４ 教育・研究組織等 

５ 学生支援   

６ 附属施設等 ○ 国立大学法人上越教育大学 
評価関係規程等 

７ その他 

あとがき

◇ 上越教育大学副学長 

大学評価委員会委員長   川 崎 直 哉

【11】
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「上越教育大学年次報告書－第27集：平成23年度版－」（抜粋）

（５）各教員の担当授業科目・授業時間数一覧

平成２３年度実績
〈学校教育学系〉

講　義 演　習
実験
実習
実技

計

　 体験学習 0.25 0.25
　 総合・生活Ａ 1 1
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 総合・生活科指導法Ａ 0.5 0.5 1
　 生活科単元開発論 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 人間科学と教材開発 0.17 0.17
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 生活科の教科特性とその存在意義 1 1
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

2.37 7.58 1.51 11.46
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 理科観察・実験デザイン論 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 理科授業デザイン論 1 1
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.7 7.08 1.26 9.04

２　教育・研究活動

計

計

職　名 氏　　　　名
授　　業　　科　　目　　名

（△印は大学院授業科目を示す。）

毎 週 授 業 時 間 数

教　授 木　村　吉　彦

久保田　善　彦教　授

【12】

hiroko
テキストボックス
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　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 授業観察の基礎技法 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 学校教育と教員の在り方に関する事例研究 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 小学校社会科授業の基礎技法 0.5 0.5
△ 総合的な学習を中心とした教育課程論 0.5 0.5
△ 体で学ぶ一斉指導の基礎技法 1 1
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.7 8.08 1.26 10.04
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 中学校・学校行事論 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 学校教育と教員の在り方に関する事例研究 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 実践的学校経営特論 1 1
△ 学校経営の危機管理と実践的課題 1 1
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.7 8.03 1.26 9.99
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 「学び合い」の人間関係論 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 研究プロジェクト・セミナー 0.07 0.07
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 学校教育と教員の在り方に関する事例研究 0.25 0.25

計

計

教　授

瀬　戸　　　健

武　嶋　俊　行

西　川　　　純

教　授

教　授

【13】
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△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学び合いの授業論 1 1
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.7 7.1 1.26 9.06
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 教員の勤務と服務 1 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 学校教育と教員の在り方に関する事例研究 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 宗教と公教育 1 1
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.2 7.53 1.26 8.99
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 国語力・リテラシーのための学習デザイン 1 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 学校図書館メディアの構成 1 1
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 国語科授業のデザインと評価 0.5 0.5
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13

松　本　　　修

廣　瀬　裕　一

計

計

　 　 　　　

教　授

教　授
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△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13
1.2 6.83 1.26 9.29

　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 民主的コミュニケーションを活用した学級づくり論 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 勇気づけの学級づくり論 1 1
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.7 6.78 1.26 8.74
　 人間教育学セミナー（教職の意義） 1 1
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 設例教育法規演習 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 学校教育と教員の在り方に関する事例研究 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校経営と人権教育特論 1 1
△ 学校教育の制度と理念 1 1
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

2.7 7.03 1.39 11.12
　 人間教育学セミナー（教職の意義） 1 1
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13

早　川　裕　隆准教授

辻　野　けんま准教授

　 　　　

計

計

計
赤　坂　真　二准教授
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△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 道徳教育の理論と実際 1 1
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.2 7.28 1.26 8.74
　 教育社会学 1 1
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 授業と学校の改善に向けた教育調査の理論と実際 1 1
△ 学校文化改革の課題と視点 1 1
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

1.06 2.76 1.26 5.08
　 人間教育学セミナー（教職の意義） 1 1
　 総合・生活Ａ 1 1
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 総合・生活科指導法Ａ 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 総合的な学習の基礎 0.5 0.5 1
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 学校教育と教員の在り方に関する事例研究 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 小学校社会科授業の基礎技法 0.5 0.5
△ 総合的な学習を中心とした教育課程論 0.5 0.5
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

2.2 8.53 1.26 11.99
　 教職実践演習 0.04 0.04

教職デザイン概論 0.07 0.07
准教授 松　沢　要　一

松　井　千鶴子准教授

　 　 　

堀　　　健　志准教授

計

計

計
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　 算数・数学の教材開発と授業構想 0.25 0.25 0.5
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 研究プロジェクト・セミナー 0.07 0.07
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 学級経営，学校経営の実践と課題 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 算数・数学科授業デザイン論 1 1
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.45 6.69 1.26 8.4
　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 ＩＴを活用した授業デザイン論 0.5 0.5 1
　 教育課程と指導法 0.7 0.7
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 研究プロジェクト・セミナー 0.07 0.07
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学習デザイン論 1 1
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

1.33 6.9 1.26 9.49

〈臨床・健康教育学系〉

講　義 演　習
実験
実習
実技

計

　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 生徒指導，教育相談の実践と課題 0.2 0.2
△ 学校教育と教員の在り方に関する事例研究 0.25 0.25

　 　 　

毎 週 授 業 時 間 数

職　名 氏　　　　名
授　　業　　科　　目　　名

（△印は大学院授業科目を示す。）

計

計
水　落　芳　明准教授

准教授 加　藤　哲　則
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△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 特別支援教育論 1 1
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.2 6.53 1.26 7.99

〈自然・生活教育学系〉

講　義 演　習
実験
実習
実技

計

　 教職デザイン概論 0.07 0.07
　 算数・数学の教材開発と授業構想 0.25 0.25 0.5
　 教育課程と指導法 0.07 0.07
　 生徒指導・進路指導と教育相談 0.06 0.06
　 教職デザインセミナーⅠ 2 2
　 教職デザインセミナーⅡ 2 2
　 実践セミナーⅠ「教職デザイン」 0.06 0.06
　 実践セミナーⅡ「教職デザイン」 0.06 0.06
△ 教育課程の編成・実施の実践と課題 0.25 0.25
△ 教科等の実践的な指導方法の実践と課題 0.25 0.25
△ 教育実践リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 教育実践リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅠ 0.13 0.13
△ 学校運営リフレクションⅡ 0.13 0.13
△ 教育実践プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 教育実践プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅠ 0.03 0.03
△ 学校運営プレゼンテーションⅡ 0.03 0.03
△ 教科の固有性を踏まえた算数・数学科の学習指導の理論と実際 1 1
△ 子どもを引きつける授業づくりの理論と実際 0.07 0.07
△ 学校支援フィールドワークⅠ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅡ（ストレート） 0.31 0.31
△ 学校支援フィールドワークⅠ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅡ（現職） 0.19 0.19
△ 学校支援フィールドワークⅠ（特別） 0.13 0.13
△ 学校支援フィールドワークⅡ（特別） 0.13 0.13

0.45 6.58 1.26 8.29

氏　　　　名
授　　業　　科　　目　　名

（△印は大学院授業科目を示す。）

毎 週 授 業 時 間 数

教　授 岩　﨑　　　浩

計

計

職　名
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国立大学法人上越教育大学の大学教員の人事方針

平成18年３月15日

教 育 研 究 評 議 会

上越教育大学の理念・目的を最適に実現するとともに教育研究の一層の向上を目指し，

大学教員人事に係る基本方針を定めるものとする。

１ 教育に関する臨床的研究の推進とその成果に基づいて優れた教育実践力を有する教育

者の養成と現職教員の資質向上への取組が円滑に進むよう，教員人事は大学全体で行う

ものとする。

(1) 柔軟な教育研究組織を基本に，教育・研究指導，研究等，機能や目的に応じ，柔軟

で多様な人事を行うものとする。

(2) 教員の流動性を高め，教育・研究・社会貢献の高度化と活性化を図るものとする。

(3) 学校現場と密接に結びついた実践的な大学であることから，学校現場における教育

経験を有する者の雇用促進を図るものとする。

(4) 国内外を問わず優れた人材の確保及び男女共同参画社会の実現に向け，外国人及び

女性の雇用促進を図るものとする。

２ 教育研究活動の不断の活性化，教員人事の客観性及び透明性を高めるため，教員人事

はシンプルで明確な基準によって管理するものとする。

(1) 教員の採用及び昇任等（以下「選考」という。）は，本学の理念・目的に沿って行

うものとする。

(2) 教員の選考に当たっては，学長が選考の目的・理由を明確にし，教育研究評議会に

発議して行うものとする。

(3) 教員の採用は，原則として公募とする。

(4) 教員候補者の選考は，教授以上を構成員とする教授会（以下「人事教授会」という。）

に置く教員選考委員会が候補者を決定し，人事教授会の議を経て，教育研究評議会が

行うものとする。

(5) 教員の選考に当たっては，履歴，研究業績，教育業績，社会貢献，教育や研究に対

する今後の展望等を多面的に評価するとともに，面接，授業，講義録等により，教育

の能力を具体的に評価するものとする。

(6) この方針に沿った教員選考基準を作成し，公開するものとする。
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○国立大学法人上越教育大学教員選考基

準規程

平成16年４月１日

（ ）規 程 第 5 8 号

平成19年１月17日規程第３号改正

国立大学法人上越教育大学教員選考基準規程

（趣旨）

この規程は，国立大学法人上越教育大学教員就業規程（平成16年規程第34号）第第１条

３条第１項及び第２項の規定に基づき，国立大学法人上越教育大学の教授，准教授，講

師，助教及び助手（以下「教員」という ）の採用及び昇任の選考（以下「選考」とい。

う ）について定める。。

（選考機関）

教員の選考は，教授会及び教育研究評議会の議に基づき学長が行う。第２条

（選考基準）

教員の選考は，次条から第８条までに規定する資格を有する者について，人格，第３条

識見，研究並びに教育の能力及び業績，経歴，学界並びに社会における活動，健康状態

等を総合的に審査して行う。

（教授の資格）

教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学におけ第４条

る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む ）を有し，研究。

上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則（昭和28年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国にお

いて授与されたこれに相当する学位を含む ）を有し，当該専門職学位の専攻分野に。

関する実務上の業績を有する者

(4) 大学において教授，准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する

教員としての経歴を含む ）のある者。

(5) 芸術，体育等については，特殊な技能に秀でていると認められる者

(6) 専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

（准教授の資格）

准教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学にお第５条

ける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当

する職員としての経歴を含む ）のある者。
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(3) 修士の学位又は学位規則第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与され

たこれらに相当する学位を含む ）を有する者。

(4) 研究所，試験所，調査所等に在職し，研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者

（講師の資格）

講師となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。第６条

(1) 第４条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について，大学における教育を担当するにふさわしい教育上

の能力を有すると認められる者

（助教の資格）

助教となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学におけ第７条

る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第４条各号又は第５条各号のいずれかに該当する者

(2) 修士の学位（医学を履修する課程，歯学を履修する課程，薬学を履修する課程のう

ち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する

課程を修了した者については，学士の学位）又は学位規則第５条の２に規定する専門

職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む ）を有する者。

(3) 専攻分野について，知識及び経験を有すると認められる者

（助手の資格）

助手となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。第８条

(1) 学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む ）を有する者。

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

（役員会への報告）

学長は，教員の選考の結果を役員会に報告するものとする。第９条

（細則）

この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教育研究第１０条

評議会及び教授会が別に定める。

附 則

この規程は，平成16年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成19年４月１日から施行する。

２ この規程に規定する改正後の第４条第４号の適用については，この規程の施行前にお

ける助教授としての在職は，准教授としての在職とみなす。
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○国立大学法人上越教育大学教員選考手

続細則

平成16年７月20日

（細 則 第 3 7 号）
改正 平成19年３月13日細則第８号

改正 平成20年５月14日細則第22号

改正 平成21年３月22日細則第５号

国立大学法人上越教育大学教員選考手続細則

（趣旨）

第１条 この細則は，国立大学法人上越教育大学教員選考基準規程（平成16年規程第58号）

に基づく教授，准教授，講師，助教及び助手（以下「教員」という。）の選考並びに大

学院学校教育研究科修士課程の研究指導及び授業科目の担当教員（以下「修士課程担当

教員」という。）又は大学院学校教育研究科専門職学位課程の授業科目の担当教員（以

下「専門職学位課程担当教員」という。）の認定に係る審査を適正かつ円滑に行うため

に必要な手続について定める。

（選考又は審査の時期）

第２条 教員の選考は，原則として採用し，又は昇任させようとする日の３月前までに行

うものとする。

２ 修士課程担当教員又は専門職学位課程担当教員の認定に係る審査は，その必要が生じ

たとき速やかに行うものとする。

（意見聴取等）

第３条 学長は，教員の選考（大学院担当教員の認定に係る審査を含む。以下同じ。）に

関し，学系長及び教務委員会委員長に意見を聴くものとする。

２ 専攻長，学校教育実践研究センター長，保健管理センター所長，情報メディア教育支

援センター長，心理教育相談室長及び特別支援教育実践研究センター長は，教員の配置

に関し要望があるときは，学系長に申し出るものとする。

３ 学系長は，教員の配置に関し要望があるときは，別記第１号様式の教員配置要望書に

より学長に提出するものとする。

（選考開始の発議）

第４条 学長は，教員の選考を開始する必要があると認めるときは，教育研究評議会の承

認を得て行うものとする。

（教員選考委員会の設置）

第５条 学長は，前条の規定により，教育研究評議会の承認を得て選考を開始したときは，

教授会（学長，副学長及び教授を構成員とする。以下，次項及び第11条を除き同じ。）

に教員選考委員会（以下「委員会」という。）を設置するものとする。

２ 学長は，前項の規定により委員会を設置したときは，教授会に報告するものとする。
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（候補者の募集方法等）

第６条 教員選考委員会委員長（以下「委員長」という。）は，教員候補者を募集するに

当たっては，別記第２号様式の教員募集計画書を学長に提出して行うものとする。

（大学院担当教員の適否）

第７条 委員会は，修士課程担当教員の適否の審査を次の各号のいずれかに掲げる評語に

より行うものとする。

(1) 研究指導及び授業科目の担当適格者 合

(2) 研究指導の補助及び授業科目の担当適格者 合

(3) 授業科目の担当適格者 可

(4) 担当不適格者 不

２ 委員会は，専門職学位課程担当教員の適否の審査を次の各号のいずれかに掲げる評語

により行うものとする。

(1) 授業科目の担当適格者 可

(2) 担当不適格者 不

（選考結果の報告）

第８条 委員長は，選考が終了したときは，選考の経過及び結果を次の各号に掲げる教員

審査報告書により速やかに学長へ報告しなければならない。

(1) 委員会規程第４条の選考 別記第３号の１様式

(2) 委員会規程第４条の２の選考 別記第３号の２様式

２ 教員候補者，修士課程担当教員又は専門職学位課程担当教員として適格者（以下「教

員候補者等」という。）の報告を行うときは，当該教員候補者等の履歴書，教育研究業

績書及びその他選考に必要な資料を添付して行うものとする。

（教授会への提案等）

第９条 学長は，前条の規定により，教員候補者等の報告を受けたときは，教授会に対し，

教員の選考を提案又は報告するものとする。

２ 教授会における教員候補者等の決定は，記名投票によって行うものとする。

（教育研究評議会への提案）

第１０条 学長は，教授会において教員候補者等が決定したときは，教育研究評議会に対

し，教員の選考を提案するものとする。

（教授会及び役員会への報告）

第１１条 学長は，教育研究評議会において教員候補者等（非常勤講師候補者等を除く。）

が決定したときは，教授会及び 役員会に報告するものとする。

（非常勤講師候補者等の取扱い）

第１２条 非常勤講師候補者等の選考については，各非常勤講師候補者等を採用しようと

する各専攻の専攻会議，教務委員会及び教員免許状更新講習実施委員会を教員選考委員

会とみなし，委員長は専攻長，教務委員会委員長及び教員免許状更新講習実施委員会委

員長をもって充て，関係規定を準用することができる。

２ 前項の規定にかかわらず，学校教育実践研究センター又は情報メディア教育支援セン

ターの客員研究員の選考については，それぞれ学校教育実践研究センター運営委員会又

は情報メディア教育支援センター運営委員会を教員選考委員会とみなし，委員長は当該
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運営委員会委員長をもって充て，関係規定を準用することができる。

（選考制限）

第１３条 委員会，教授会又は教育研究評議会において，教員候補者等として不適格と判

定された者は，その日から１年を経過した後でなければ，同一職名による選考の対象と

することができない。

（準用）

第１４条 第３条から第５条まで及び第８条から第11条までの規定は，選考以外の教員の

人事に関して準用することができる。

（その他）

第１５条 この細則に定めるもののほか，教員の選考手続に関し必要な事項は，教育研究

評議会の議を経て，学長が定める。

附 則

１ この細則は，平成16年７月20日から施行する。

２ この細則の施行の際，現に行われている教員の選考については，第４条，第５条及び

第７条から第11条までの規定を適用する。

附 則

この細則は，平成19年４月１日から施行する。

附 則

この細則は，平成20年５月14日から施行する。

附 則

この細則は，平成21年４月１日から施行する。
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別記第１号様式（第３条関係）

教 員 配 置 要 望 書

年 月 日

国立大学法人上越教育大学長 殿

学系長

氏 名 ,

下記のとおり教員の配置について要望します。

担 当
区 分 授業科目の名称 授業方法及び単位数

予 定
授 業

大学院

科目名
学 部

任用予 任用予定 教授 准教授 講師 助教
定時期 職 名 助手 その他（ ）

学 系

専門分野
専攻・
コース
等

要 望
理 由

□ 採 用（公募） □ 昇 任
募 集

（理 由）
方 法

（公募条件）

当該学
系の委
員候補
者

備考 １ 「要望理由」欄には，専攻・コース等の目的及び配置しようとする教員の

役割についても記載すること。

２ 「募集方法」欄の「（公募条件）」欄は，公募の場合に記載すること。
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別記第２号様式（第６条関係）

教 員 募 集 計 画 書

年 月 日

国立大学法人上越教育大学長 殿

教員選考委員会委員長

,

下記のとおり教員の募集を計画しましたので提出します。

担 当
区 分 授業科目の名称 授業方法及び単位数

予 定

授 業
大学院

科目名
学 部

任用予 任用予定 教授 准教授 講師 助教

定時期 職 名 助手 その他（ ）

学 系

専門分野
専攻・

コース

等

□ 採 用（公募） □ 昇 任

募 集

（理 由）

方 法

（公募条件）

応募資格

締切日

提出書類

書類提出先

問い合わせ先

その他

備 考
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別記第３号の１様式（第８条関係）

修 士 課 程 担 当 教 員 審 査 報 告 書

年 月 日

国立大学法人上越教育大学長 殿

教員選考委員会委員長

,

１ 教員選考委員会の構成

委 員 長 名 副委員長名

委 員 名

２ 教員候補者

現 職

氏 名
男 年 月 日生ふ り が な

女 （ 歳）

３ 審査結果

区 分 授業科目の名称 授業方法及び単位数

担当予定授業
大学院

科目名

学 部

任用予定時期 年 月 日
任用予定 教授 准教授 講師 助教

職 名 助手 その他（ ）

学 系

専門分野

専 攻・

コース等

決定をした日 年 月 日

出 席 委 員 人（欠席者 ）

上 記 修 士 課 程 授 業 科 目 の 判 定 結 果 合 合 可 不
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４ 選考経過等

(1) 選考の目的

(2) 選考経過の概要

(3) 審査の概要

決定理由
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別記第３号の２様式（第８条関係）

専 門 職 学 位 課 程 担 当 教 員 審 査 報 告 書

年 月 日

国立大学法人上越教育大学長 殿

教員選考委員会委員長
,

１ 教員選考委員会の構成

委 員 長 名 副委員長名

委 員 名

２ 教員候補者

現 職

氏 名
男 年 月 日生ふ り が な

女 （ 歳）

３ 審査結果

区 分 授業科目の名称 授業方法及び単位数

担当予定授業
大学院

科目名

学 部

任用予定時期 年 月 日
任用予定 教授 准教授 講師 助教
職 名 助手 その他（ ）

学 系

専門分野
専 攻・
コース等

決定をした日 年 月 日

出 席 委 員 人（欠席者 ）

臨 床 共 通 科 目
判定 コース別選択科目（学校支援プロジェクト科目） 可 不

実 習 科 目（学校支援フィールドワーク）
結果

コース別選択科目（プロフェッショナル科目） 可 不
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４ 選考経過等

(1) 選考の目的

(2) 選考経過の概要

(3) 審査の概要

決定理由
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コース等における教員選考基準 H240717   

教育実践リーダー
学校運営リーダー

　教育・研究・学
内貢献を総合的に
判断する。

研究業績（論文）
　以下を全て満たすものを５ポイントとす
る。ただし，単著もしくは主たる著者であ
る場合は10ポイントとする。
①100人以上の会員があり，かつ，学会の
主な役員（評議委員，理事等）の過半数
が，５つ以上の大学の大学研究者で占めら
れている学会が発行する学会誌の論文。
②査読制度が明記されている，査読論文
（雑誌における分類は問わない）。なお、
編集委員会が著者を指名した依頼論文等は
査読論文と同等とする。

その他の研究業績（論文）
　大学等の研究機関が発行した雑誌に掲載
された論文を2.5ポイントとする。ただ
し，単著もしくは主たる著者である場合は
5ポイントとする。
　
実務経験業績（実践論文）
　以下を全て満たすものを２ポイントとす
る。
①教師向けの定期刊行雑誌の論文である。
②雑誌番号がついており，一般に流通して
いる。
③一続きの記述が２頁以上。
④単著もしくは主たる著者である。
　また，以下をすべて満たすものを２ポイ
ントとする。
①市町村レベル以上の教育委員会・研修セ
ンター・研修団体等の論文集・指導資料集
等の論文である。
②一続きの記述が２頁以上。
③単著もしくは主たる著者である。

特記事項

教授：次の３要件を満たす者
　①プロジェクト科目を担当し得る業績（以下に示す）が一定ポイント以上（研究を背景とするスタッフは80ポイント以上，実務経験を背景とするスタッフは45ポイント以上）あり，臨床共通科
目を担当し得る者
　②次の経験年数が10年以上の者
　　「大学において主たる指導教員として院生指導した勤務年数」＋「学校教育法第1条に規定する学校(大学を含む)・教育に関わる研究所・教育行政機関における勤務年数」／２
　　但し，昇任人事においては，本学において，主たる指導教員として院生指導を2年以上経験することを要件とする。
　③実務経験業績が30ポイント以上ある。

准教授：次の要件を満たす者
　プロジェクト科目及び臨床共通科目を担当し得る業績（以下に示す）を持つ者

プロジェ
クト科目
担当者
（教育実
習及びそ
れに連動
する科
目）

　以下の「研究を背景とするスタッフ」，「実務経験を背景とするスタッフ」の何れかであること。
　以下のポイントは，右記の特記事項，各取り扱いにある業績をポイントとして，換算する。

（実務者の範囲）
教育実務者：
　教諭（常勤の講師・常勤的非常勤講師を
含む）及び教育行政実務者（後述）の総経
験年数が概ね20年以上

教育行政実務者：
①国・都道府県（政令指定都市を含む）の
課長（それと同等の職階）以上の総経験年
数が概ね５年以上
②国の調査官・視学官以上の経験，都道府
県（政令指定都市を含む）の主幹・指導主
事・管理指導主事の総経験年数が概ね５年
以上
③学校における校長・教頭の総経験年数が
概ね５年以上
④上記の①～③の総経験年数が概ね５年以
上

実務経験業績(研修指導）
①市町村レベル以上の教育委員会・研修セ
ンター・研修団体等の事業における指導・
講演・研修企画経験（役員経験を含む）等
を２ポイントとする。
②自身が勤務する学校以外の校内研修にお
ける指導・講演等を２ポイントとする。た
だし，１校あたり２ポイントを上限とす
る。また，総ポイントは１０ポイントを超
えないものとする。

実務経験業績（委員会）
　国都道府県（政令指定都市を含む）にお
ける常設の委員会の委員は１年あたり２ポ
イントとする。

学位
　博士の学位を研
究業績の20ポイン
トとする。
　「実務経験を背
景とするスタッ
フ」においては，
修士の学位を10ポ
イントとする。

賞
　全国レベルの組
織，または，学会
（研究業績の基準
を満たすもの）の
教育研究・教育実
践に関わる賞を10
ポイントとする。
　受賞の主な対象
を，研究業績，実
務経験業績の分類
に基づき，どの業
績に分類するかを
定める。

【論文】の
取扱いについて

【実務】の
取扱いについて

コース等名 区分 内容
【著書】の

取扱いについて

「研究を背景とするスタッフ」
①修士以上の学位がある。
②研究業績の総和が20ポイント以上ある。かつ，
該当するコース科目の業績をもつ者。但し，准教
授の人事においては，その他の研究業績を10ポイ
ントまで加算することが出来る。
　なお，実務経験業績があることが望ましい。ま
た,教育職員免許状を持ち,教諭（常勤の講師・常
勤的非常勤講師を含む）・学校管理職・教育行政
の経験が１年以上ある者が望ましい。また，博士
の学位（取得見込み，また，博士マル合を含む）
があることが望ましい。
　実務経験業績が30ポイント以上ないものは，2年
間はアドバイザー補助として，アドバイザーと共
同でプロジェクト科目を担当するものとする。

「実務経験を背景とするスタッフ」
①実務者（教育実務者，教育行政実務者）であ
る。
②研究業績，実務経験業績の総和が30ポイント以
上ある。但し，准教授の人事においては，その他
の研究業績を10ポイントまで加算することが出来
る。
　かつ，該当するコース科目の業績をもつ者。
　なお，博士の学位（取得見込み，また，博士マ
ル合を含む）があることが望ましい。
　実務経験業績が30ポイント以上ないものは，2年
間はアドバイザー補助として，アドバイザーと共
同でプロジェクト科目を担当するものとする。

研究業績（著書）
　以下を全て満たすものを５ポイントとす
る。ただし，単著もしくは編集図書は10ポ
イントとする。
①研究業績の学術論文によって基礎付けら
れ,それがレファレンス等で明記されてい
る。
②ISBN番号がついており,一般に流通して
いる。
③一続きの記述が４頁以上。

その他の研究業績(著書)
　以下を全て満たすものを2.5ポイントと
する。ただし，単著もしくは編集図書は5
ポイントとする。
①研究業績の学術論文によって基礎付けら
れ，それがレファレンス等で明記されてい
る。
②大学、学会等の研究機関が発行したも
の。
③一続きの記述が４頁以上。
　
実務経験業績（実践図書A）
　以下を全て満たすものを２ポイントとす
る。ただし，単著もしくは編集図書は10ポ
イントとする。
①教師向けの図書である。
②ISBN番号がついており，一般に流通して
いる。
③一続きの記述が４頁以上。
また，以下の業績を２ポイントとする。
　文科省検定済教科書及び副読本・指導
書・指導資料書等の編集または執筆（奥付
等に氏名が明記されているもの，あるいは
出版社の担当部分の証明があるもの。検定
年度ごとにカウントする。）
　
実務経験業績（実践図書B）
　以下を全て満たすものを２ポイントとす
る。ただし，単著もしくは編集図書は１０
ポイントとする。
①国・都道府県の発行する，教育に関わる
図書である。
②一続きの記述が４頁以上。
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特記事項
【論文】の

取扱いについて
【実務】の

取扱いについて
コース等名 区分 内容

【著書】の
取扱いについて

教育実践リーダー
学校運営リーダー

臨床共通
科目（全
学共通科
目）担当
者

プロジェクト科目担当者であり，かつ，該当する
科目の業績（研究業績，その他の研究業績，実務
経験業績）を持つ者

プロ
フェッ
ショナル
科目（上
記以外の
科目）担
当者

「プロジェクト科目担当者」，「臨床共通科目担
当者」，「何れかの講座において「合」または
「○合」であるもの。」のいずれかである。

プロジェ
クト科目
担当者の
補助者

教育実務者であり，実習指導が優れているもの。
概ね，本学の期限付き教員，特任教員の基準に準
拠する。

(教授の場合）
校長の経験がある。
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平成２４年度 学生による授業評価実施要項 

 

１ 目的 

  授業をどのように構築・再構築していくかの課題に対して有益な情報を得る。 

 

２ 評価対象授業 

（１）学 部  全授業科目（ただし，専門セミナーを除く） 

（２）大学院  全授業科目（ただし，専門セミナーを除く） 

 

３ 評価方法 

  マークカード方式による５段階評価とし，その他に自由記述欄を設ける。 

 

４ アンケート対象者 

  学部学生，大学院学生，科目等履修生全員 

 

５ アンケート調査実施時期 

  前期及び後期の授業期間終了時に実施する。 

 

６ アンケート調査用紙 

  別紙のとおり 

 

７ 配付方法及び回収方法 

  アンケート用紙は，授業担当教員が世話役となる学生を指名してアンケート用紙の 

 配付・回収を依頼し，教育支援課教務支援チーム（カウンター回収箱）に提出させる 

 ものとする。なお，授業担当教員は，アンケート用紙の配付・回収には関与しない。 

 

８ 授業評価の活用 

  前期及び後期のアンケート調査結果を参考に，次の事項について教員が自己評価レ 

 ポートを作成する。 

   （１）「学生による授業評価」に対する自己分析 

   （２）次年度授業改善に向けての計画 

   （３）ＦＤ推進のシステムや改善方策についての意見 

 

９ 情報の公開 

  授業評価に関する情報は，個人情報の取扱いに留意の上，学内に公開する。 
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授業に関するアンケート 
 

 このアンケートは，教育の質の向上と改善を図るための参考資料を得ることを目的とするものです。主 
に授業ごとに，基本的な授業の方法や内容に重点をおいてアンケートを行います。このアンケート結果を 
他の目的に使うことはありません。

 

  学生種別     学   年 授業科目番号       授業科目名    授業担当教員名 
□ 学 部 生 

□ 大学院生 
□ １年   □ ２年 

□ ３年   □ ４年 
 

 

 

 

 

 

□ そ の 他（上記以外） 
 

○ はじめに，あなた自身の取り組みについて 評    価 
 はい ＜－ － ・ － －＞ いいえ

 ① あなたは，この授業に意欲的に（あるいは集中して）取り組みましたか。 ５    ４    ３    ２    １ 

 ② あなたは，この授業内容を発展させるため，授業中以外の時間に努力をしましたか。 ５  ４  ３  ２  １

 ③ この授業で，この分野における新しい知識，手法，技能等を修得することができましたか。 ５  ４  ３  ２  １

 ④ 授業を受講する際に，教員になる(である)ことを意識して，授業に臨んでいますか。

    注）教員を志望しない場合は，マーク不要です。
５  ４  ３  ２  １ 

 ⑤ 授業を受講する際に，シラバスを確認していますか。 ５  ４  ３  ２  １ 

○ 授業の方法について 評    価 
 はい ＜－ － ・ － －＞ いいえ

 ⑥ 授業での話し方は，わかりやすいものになっていましたか。 ５  ４  ３  ２  １ 
 ⑦ 教科書，ﾌﾟﾘﾝﾄ，ﾋﾞﾃﾞｵ，実験観察材料等の教材は，適切に用いられていましたか。

注）ゼミ形式等の授業であり，該当しない場合は，マーク不要です。 
５  ４  ３  ２  １ 

 ⑧ 板書や画像等は，わかりやすいものとなっていましたか。 

    注）ゼミ形式等の授業であり，該当しない場合は，マーク不要です。 
５  ４  ３  ２  １ 

 ⑨ この授業の教え方は，適切でしたか。 ５  ４  ３  ２  １ 

※ １又は２と評価した設問番号について,その 

理由等コメントがあれば記入してください。 

 

番

号 

 

 

ｺﾒﾝﾄ 

 

○ 授業の内容について 評    価 
 はい ＜－ － ・ － －＞ いいえ

 ⑩ この授業内容は，わかりやすく整理されていると思いますか。   ５  ４  ３  ２  １ 
 ⑪ この授業目標は，明確でしたか。   ５  ４  ３  ２  １ 
 ⑫ この授業のシラバスの記載内容は，適切でしたか。 

    注）上の設問番号⑤で，シラバスを確認していないと回答した場合は，マーク不要です。

  
５  ４  ３  ２  １

 

 ⑬ この授業の難易度は適切でしたか。   ５  ４  ３  ２  １ 

 ⑭ この授業は，興味深い授業内容でしたか。   ５  ４  ３  ２  １ 

 ⑮ あなたは，総合的にこの授業に満足していますか。   ５  ４  ３  ２  １ 

※ １又は２と評価した設問番号について,その 

理由等コメントがあれば記入してください。 

（⑬は,「難しい」か「容易過ぎ」かも記入。） 

番

号

 

 

ｺﾒﾝﾄ 

 

○ 教員と学生でより質の高い授業を構築・改善するためのご意見等があれば，簡潔に記載してください。 

また，教員と協同で，具体的な改善を行いたいとお考えの方は，よろしければ所属とご氏名をご記入ください。 

なお，複数の教員が担当している授業については，担当教員が分かるような記載をしてください。 

 

 

 

 

 

  ご協力ありがとうございました。なお，このアンケートの集計結果は，学内に公開する予定です。 

（上越教育大学 Ｈ２４前期） 【34】



授業に関するアンケート （教職大学院 臨床共通科目用）

このアンケートは，教職大学院における教育の質の向上と改善を図るためのアンケートです。基本的な

授業の方法や内容に重点をおいてアンケートを行います。このアンケート結果を他の目的に使うことはあ

りません。ご協力ください。

学生種別 学 年 授業科目番号 授業科目名 授業担当教員名
□ 学 部 生 □ １年 □ ２年
□ 大学院生 □ ３年 □ ４年

今後の学部（教職デザインコース）用にも
使えるように学部生欄も設けました。

○ はじめに，あなた自身の取り組みについて 評 価

はい いいえ

１ あなたは，この授業に意欲的に取り組みましたか。 ５ ４ ３ ２ １

２ あなたは，授業に集中していましたか。 ５ ４ ３ ２ １

３ あなたは，この授業内容を発展させるため，授業中以外の時間に努力をし
５ ４ ３ ２ １

ましたか。

４ 授業を受講する際に，教員になる（である）ことを意識して，授業に臨ん ５ ４ ３ ２ １

でいましたか。

５ 授業を受講する際に，シラバスを確認していますか。 ５ ４ ３ ２ １

○ 授業の方法について 評 価

はい いいえ

６ 教育課題の解決を図る条件・方法を探るための事例研究の提供は適切に行 ５ ４ ３ ２ １

われていましたか。

７ 前半の授業において，教育課題の解決を図るための討論や質疑応答の機会 ５ ４ ３ ２ １

は十分に与えられていましたか。

８ 教育課題の解決を図るための実地の調査などは適切に行われていましたか。 ５ ４ ３ ２ １

９ 受講の成果を発表・討議する機会の提供は十分に与えられていましたか。 ５ ４ ３ ２ １

１０ 教育効果を十分にあげられるような適当な受講人数となっていましたか。 ５ ４ ３ ２ １

○ 授業の内容について（本学独自の力量形成も含む） 評 価

はい いいえ

１１ この授業目標は，明確でしたか。 ５ ４ ３ ２ １

１２ この授業のシラバスの記載内容は，適切でしたか。
５ ４ ３ ２ １

注）「５」で，シラバスを確認していないと回答した方は，マーク不要です。

１３ この授業で，教育現場における課題が積極的に取り上げられていましたか。 ５ ４ ３ ２ １

１４ この授業は，理論と実践の融合という視点から，全体として実践的な力量 ５ ４ ３ ２ １

形成を意識した内容でしたか。

１５ この授業で，教職に必要な即応力を付けることが出来たと思いますか。 ５ ４ ３ ２ １

１６ この授業で，教職に必要な臨床力を付けることが出来たと思いますか。 ５ ４ ３ ２ １

１７ この授業で，教職に必要な協働力を付けることが出来たと思いますか。 ５ ４ ３ ２ １

１８ あなたは，総合的にこの授業に満足していますか。 ５ ４ ３ ２ １

○ 自由記述欄

（教員と学生でより質の高い授業を構築・改善するためのご意見等があれば，簡潔に記載してください。

また，教員と協同で，具体的な改善を行いたいとお考えの方は，よろしければ所属とご氏名をご記入ください。）

ご協力ありがとうございました。なお，このアンケートの集計結果は，学内に公開する予定です。
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平成２３年度上越教育大学競争的教育研究資金の配分基準

平成２３年５月１１日

教育研究評議会決定

１ 目的

この基準は，単科大学である本学の特性を十分に生かしつつ，多様で柔軟な教育研究実施体

制を確立し，競争的環境の醸成に努め，教育・研究をより活性化することを目的とする。

２ 用語の定義等

（１）「教育・研究指導」とは，本学の基本的目標に合致した人材を養成するために，大学院学

生・学部学生・研究生等に対して行う教育上及び研究上の指導・助言活動を指すものとす

る。

（２）「教育に関する臨床的研究」とは，狭義には学校教育をはじめ，社会教育を含む教育・生

涯学習などさまざまな学習場面に臨み，その過程，組織，教材，メディア等を対象とする研

究活動を指すものとする。また，この狭義の「教育に関する臨床的研究」を支える目的を持

った基礎的・開発的・応用的研究は，広義の「教育に関する臨床的研究」と位置づけること

ができる。

なお，これら二者を区分する際は，「教育に関する臨床的研究（狭義）」と「教育に関す

る臨床的研究（広義）」と表記する。

（３）「地域貢献等」とは，本学を中心とし，本学の機能によって結びついている地域に対する

本学の知的・人的資源による貢献を指すものとする。

なお，本学は総合的な知的・人的資源を擁しており，その機能が多様である。そのため，

本学を中心に本学の機能によって結びついている地域は多重構造をなし，個々の地域ごとに

構成要素と空間的な広がりは様々である。

具体的な「地域貢献等」には，以下の事項が相当する。

① 大学が組織的に外部に貢献する活動（コンサルテーション事業，公開講座，出前講座，

危機管理上設定される事業）

② その他，大学の目的にあった学内外の事業への参加や貢献等，該当事項として認定し

た内容

３ 資源配分の方針

（１）本学の資源配分は，次の「評価区分Ａ」，「評価区分Ｂ」及び「評価区分Ｃ」の評価に基

づき実施するものとする。

（２）評価区分Ａについては，大学の基本的な目標に基づいた教育に関する臨床的研究の推進を

眼目として行うため，教育・研究指導を教育に関する臨床的研究（狭義）の側面から評価し，

資源を配分するものとする。各教員は，該当する評価対象事項を教育に関する臨床的研究（狭

義）との関連で申告し，評価を受けるものとする。

（３）評価区分Ｂについては，教育に関する臨床的研究（広義）の成果・効果の教育現場へのフ

ィードバックの側面から評価（以下「評価区分Ｂ－Ⅰ」という。）し，更に各教員の研究状

況に関する評価（以下「評価区分Ｂ－Ⅱ」という。）を含めて実施し，資源を配分するもの

とする。

上記の各教員の研究状況に関する評価については，平成19年度までの講座・分野に近い単

位であるコース・科目群毎に評価基準を設定し，これに基づき実施するものとする。
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（４）評価区分Ｃについては，教育に関する臨床的研究を含めて，広く本学の教育・研究指導（以

下「評価区分Ｃ－Ⅰ」という。）と地域貢献等（以下「評価区分Ｃ－Ⅱ」という。）を評価

するものとする。

４ 財源及び配分予算科目

（１）財源は，学長裁量経費及び教育研究教員経費を充てるものとし，予算枠は，配分予算検討

委員会（以下「配分予算検討委員会」という。）で決定するものとする。

（２）各評価区分における配分比率については，資源全体を１００％としたとき，評価区分Ａと

評価区分Ｂ－Ⅰ「教育に関する臨床研究（広義）の成果・効果を教育現場へのフィードバッ

クで評価」に２０％，評価区分Ｂ－Ⅱ「コース・科目群別研究評価」に４０％，評価区分Ｃ

－Ⅰ「教育・研究指導」に２０％，評価区分Ｃ－Ⅱ「地域貢献等」に２０％とするものとす

る。

（３）各教員への配分予算科目は，教育研究教員経費とし，経費の執行は，既に配分済みの教育

研究教員経費と合わせ執行ができるものとする。

５ 申告項目

（１）評価区分Ａと評価区分Ｃ－Ⅰに係る申告項目（教育・研究指導関係）は，別紙１のとおり

とする。

（２）評価区分Ｂ－Ⅰに係る申告項目（教育に関する臨床的研究（広義）の成果・効果を教育現

場へのフィードバック関係）は，別紙２－１，評価区分Ｂ－Ⅱに係る申告項目（各教員の研

究状況関係）は，別紙２－２のとおりとする。

なお，別紙２－２の学内共通の区分・事項に基づく評価基準を各コース・科目群において

検討し，学長の承認を得るものとする。

（３）評価区分Ｃ－Ⅱに係る申告項目（地域貢献等関係）は，別紙３のとおりとする。

６ 審査方法及び配分

（１）評価区分Ｂ－Ⅱ：コース・科目群別研究評価の配分額の算出にあたっては，次の手順で計

算したポイントにより，各教員の配分額を算出する。

① 各教員からの申告に基づく積算ポイントを基に，各コース・科目群における平均ポイ

ントを算出する。

② 平均ポイントが１００となる係数を各コース・科目群毎に求める。

③ ②で求めた係数により各教員の積算ポイントを改定し，配分額の基礎ポイントとする。

（２）競争的教育研究資金の配分に関して必要な事項は，配分予算検討委員会において検討を行

うものとする。

（３）各教員への配分額は，各教員からの申告に基づき，学長が配分額を決定するものとする。

７ その他

（１）平成２３年４月以降に本学の教員となった者については，評価区分Ｂ－Ⅱを除き配分の対

象外とする。

（２）評価区分Ｂ－Ⅱについては，本学の教員となる前の実績についても本申告の対象とする。
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○国立大学法人上越教育大学教員人材評

価実施要項

平成21年10月29日

（学 長 裁 定）
国立大学法人上越教育大学教員人材評価実施要項

（趣旨）

１ この要項は，国立大学法人上越教育大学に勤務する大学教員が上越教育大学（以下「本

学」という。）の教育研究等の水準向上及び中期目標・中期計画の達成に資するため，

大学院学校教育研究科に所属する教員（以下「教員」という。）個人の活動状況につい

て実施する点検・評価（以下「人材評価」という。）について必要な事項を定める。

（目的）

２ 人材評価は，教員個人の教育研究活動等（以下「活動」という。）の状況について，

点検を実施し，本学の理念・目的・目標に沿った評価を行うこと及び教員の勤務実績等

を客観的に把握・評価することにより，次の事項に資することを目的として実施する。

(1) 教員は，自己の活動を点検・評価し，自己の活動の活性化に役立てるとともに，自

己の活動の改善と向上に努める。

(2) 学長は，評価結果を総合的に分析し，教員個々の適性に応じた勤務条件等に反映さ

せるとともに，これらを通じ，活力ある教育組織の実現や効率的な大学運営に役立て

る。

(3) 本学の活動状況等を公表することにより，社会への説明責任を果たす。

（評価の対象）

３ 人材評価の対象とする教員は，教授，准教授，講師，助教及び助手とする。

（評価の期間）

４ 人材評価の期間は，原則として毎年，前年度分の教員個々の活動について行うものと

する。

（評価実施組織）

５ 人材評価に関する方針，実施及び評価結果の取りまとめその他人材評価に関する事項

は，上越教育大学教員人材評価委員会（以下「委員会」という。）が行うものとする。

（評価の領域とその内容）

６ 人材評価は，次の評価の領域を基本とし，本学の理念・目的・目標及び専門分野等の

特徴などを考慮した内容について行うものとする。

(1) 教育

学部学生，大学院学生その他の学生への教育研究指導を中心とした評価を行う。

(2) 研究

各教員の専門分野における研究活動の評価を行う。

(3) 社会貢献

地域レベル，日本レベル，国際レベルでの教育研究の貢献度を評価する。
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(4) 学内貢献

本学の委員会活動，その他の管理運営に対しての貢献度を評価する。

(5) 受賞・広報

本学の知名度及び教育研究活動の広報と社会的評価への貢献度を評価する。

（評価の方法等）

７ 人材評価の手順は次のとおり行うものとする。

(1) 委員会は，個々の教員が大学教員業務登録システム（以下「エフォート」という。）

に登録したデータから，別に定める国立大学法人上越教育大学大学教員人材評価実施

基準に基づき国立大学法人上越教育大学大学教員人材評価記録書（以下「記録書」と

いう。）を取りまとめる。この場合，人材評価欄については除くものとする。

(2) 学長は，前項に掲げる記録書の結果及び教員個々の勤務実績等に基づき人材評価を

行う。

（意見の聴取）

８ 学長は，記録書の結果について，当該教員に対し通知するとともに，当該教員から異

議の申立てのあった場合は，意見を聴取する機会を設けるものとする。

（評価結果の反映）

９ 人材評価の結果については，次のとおり活用するものとする。

(1) 教員は，活動業績をエフォートに登録することにより，自己目標の達成に向けての

取組状況等を確認するとともに，次年度の活動の活性化に役立てる。

(2) 学長は，その活動の一層の向上を促すため，総合的な判断において，当分の間，人

材評価の結果を参考の上，勤務条件等について適切な措置を講ずるものとする。

(3) 学長は，人材評価に基づき，その活動が十分でないと評価した教員に対して，その

理由を調査し，活動状況が改善できるように指導及び助言など適切な対策を講ずるも

のとする。

（評価結果の公表）

10 教員個人の評価結果は，個人情報として取り扱い，原則として公表しないものとする。

（改善）

11 人材評価の実施については，毎年度委員会において見直すものとする。

（その他）

12 この要項に定めるもののほか，教員の人材評価に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この要項は，平成21年10月29日から施行し，平成21年４月１日から適用する。

２ 国立大学法人上越教育大学教員人材評価実施要項（平成20年10月８日学長裁定）は，

廃止する。
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別記（第７項関係）

国立大学法人上越教育大学教員人材評価実施基準

１ 各領域の評価に加える重みの設定

教員は，実施要項第６項に定める各領域について目標を達成するために評価に加える

重みを次のとおり委員会に自己申告する。

(1) 各領域の評価に加える重みとして次のとおり全領域の合計が4.0となるように設定

する。この場合，個人裁量の重み0.6は，各領域毎に0.2刻みで設定とすることができ

るものとする。

区 分 教 育 研 究 社会貢献 学内貢献 個人裁量 合 計

重 み 1.0 1.0 0.4 1.0 0.6 4.0

(2) 各活動に応じ，大学全体及び教員個人の重みとして許容増減幅の範囲内で増減させ

ることができる。

(3) 領域の受賞・広報については，第三者からの評価となることから，重みを設定しな

い。

２ 自己点検・評価の実施

教員は，各領域ごとの自己目標について，次の３段階で点検・評価を実施する。

評 点 評 価 語

Ａ 自己目標を十分に達成した

Ｂ 自己目標を概ね達成した

Ｃ 自己目標の達成に至らなかった

３ 人材評価の実施

学長は，教員の職種，職務の特殊性・専門性，各領域ごとの重み及び自己点検・評価

等を考慮して，次の５段階で評価を行う。

評 点 各 領 域 の 評 価 語

５ 特に優れている活動が認められる

４ 水準を上回る活動が認められる

３ 水準に達する活動が認められる

２ 水準に達しない活動があり改善の余地があると認められる

１ 問題があり改善を要すると認められる

４ この基準に定めるもののほか，教員の人材評価に関し必要な事項は，委員会が定める。
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別記様式（第７項関係）

国立大学法人上越教育大学大学教員人材評価記録書

評価期間 年 月 日 ～ 年 月 日

領 域 別 評 価 領域別 自己点検・評価 ※ 人 材 評 価

所属部局 職 名 （ふ り が な） 評価の

氏 名 教育 研究 社会 学内 受賞 点数合 教育 研究 社会 学内 受賞 教育 研究 社会 学内 受賞

貢献 貢献 広報 計 貢献 貢献 広報 貢献 貢献 広報

（備考）①所属部局毎に作成する。

②領域別評価欄の上段は「重みの設定」を示し，下段は「重みによる点数（受賞・広報は件数）」を示す。

③自己点検・評価欄の「受賞・広報」は件数を記入する。

④※印の人材評価欄は，学長が記入する。
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平成２４年７月４日 

上越教育大学教職大学院修了生 第３回フォローアップ研修会実施要項 

１．目 的    ①本学教職大学院修了生に対する２年間の教育効果（学修成果）の検証を継続的に行い、

本学教職大学院の教育の質の向上を図るとともに、関係機関との連携等における修了

生への支援のあり方を探る。 

          ②修了生・現役院生・教職大学院教員が相互に情報交換を行い、これまでの教育と学修

の振り返りを行う。 

                 

２．主 催    上越教育大学大学院・教育実践高度化専攻 

 

３．日 時    ①平成２４年７月２８日（土）午後１時３０分～５時００分 

          ②      ７月２９日（日）午前９時３０分～１１時３０分 

 

４．場 所    ①講義棟３０１教室（１日目） 

          ②人文棟１１５教室（２日目） 

           

５．内 容    ①フォローアップ研修会の趣旨と意義の説明 

②外部講師による基調講演（正味８０分＋質疑１０分＝９０分） 

③シンポジウム（1 時間３５分） 

テーマ「教職大学院における学びを活かした教育実践の在り方」 

    パネリスト：計４名…基調講演講師１名、専任教員１名、修了生２名、司会者 

                                               

６．対 象    修了生（１～３期生、計１４４名）、現役院生（現Ｍ１・Ｍ２、計１２９名）、教職大学院教員２１

名、その他 

            ※修了生に対しては、早めに本専攻作成のメーリングリストにより第１次案内を送付し、

研修会の概要について周知するとともに、希望者の参加を呼び掛ける。 

            ※現役院生（現Ｍ１・Ｍ２）に対しては、希望者参加とするが、専攻メーリングリストの他、 

アドバイザー等を通しても積極的な参加を呼び掛ける。 

            ※教員（専任＋特任）については、原則として全員参加とする。 

 

７．時 程    【７月２８日〈土〉】………会場：講義棟３０１教室 

１３：１０       受付開始                                 

          １３：３０       開会の言葉……………………………武嶋俊行（全体司会） 

          １３：３３       大学代表挨拶…………………………戸北凱惟理事・副学長 

          １３：４０       専攻長挨拶……………………………廣瀬裕一教授 

          １３：４５       フォローアップ研修会の趣旨説明……松本 修教授 

          １３：５０～１５：２０ 基調講演(講演８０分＋質疑応答１０分) 

神奈川大学特別招聘教授  安彦忠彦先生 

＊テーマ「大学院における教員養成について」 
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          １５：２０～１５：３５ 休  憩⇒ステージ準備 

             １５：３５～１６：５５ シンポジウム（１時間２０分） 

                      ＊テーマ「教職大学院における学びを活かした教育実践の在り方」 

                      ①パネリスト４名…… 安彦忠彦先生 

                               関谷俊彦（上越教育大学附属小学校指導教諭） 

桑原恵美子（小千谷市立小千谷小学校教諭） 

                                    廣瀬裕一（上越教育大学教授） 

                             ＊修了生の関谷指導教諭と桑原教諭から基調報告＠15 分 

                      ②司  会……………木村吉彦（上越教育大学教授） 

                      ③時間配分…………フロアーとの質疑応答・意見交換…４０分 

                                   各パネリストから最後に一言ずつ＠２．５分×４人 

          １６：５５       謝   辞……………………………西川 純教授 

          １６：５８～１７：００ 事務連絡……………………………武嶋俊行 

         １７：００       終   了 

         １７：１５～１７：４５ 「教育実践高度化研究会」設立総会 

 

          【７月２９日〈日〉】………会場：人文棟１１５教室 

           ９：３０～１１：３０  安彦忠彦先生と教職大学院専任教員との研究協議会(意見交換会) 

                       テーマ「教員養成の修士レベル化と教職大学院の今後」  
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上越教育大学事務系職員配置（Ｈ２４．５．１）

副課長 総務チーム（７）（総務）

総務課長

副課長 人事・労務チーム（ ）（人事・労務） 10

企画室長 副室長 企画・評価チーム（７）

総務部長 広報室長 広報チーム（３）

附属学校事務室長 附属学校チーム（８）

財務チーム（６）

財務課長 副課長

経理・契約チーム（９）

施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ課長 施設チーム（８）

事務局長

副課長 教務支援チーム（８）（教務支援）

教育支援課長

副課長 学校連携チーム（９）（学校連携）

研究連携チーム（ ）12
研究連携室長 副室長

国際交流チーム（３）

学務部長 学生支援課長 副課長 学生支援チーム（９）

就職支援室長 就職支援チーム（３）

入試課長 入試チーム（６）

学術情報課長 学術情報チーム（７）

※（ ）の数値は事務系の職員数（非常勤職員等を含む ）。
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